
１　開催日時

  　令和２年１１月１８日（水）１８：００～

２　開催場所

　　宇部市港町庁舎　３階会議室

３　議　　題

　・議案第４８号　　宇部市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例制定の件

　・その他の事項

　　　寄付の報告について

令和２年（２０２０年）１１月（第１７回） 教育委員会会議

　・議案第５０号　　物品購入の件（GIGAスクール用端末機器一式）

　・議案第４９号　　工事請負契約締結の件
　　　　　　　　　　（神原中学校屋内運動場改築（建築主体）工事）



学校給食費の公会計化に伴う学校給食費の管理に関する条例制定について 

学校給食課 
１ 学校給食費の公会計化について 

学校給食費は現在、学校が徴収し管理をしているが、令和４年４月から、すべての市立小中

学校の給食費を市が徴収し、市の歳入・歳出として一括管理する公会計制度に移行する。 
 
２ 公会計化の目的 

 ① 教員の業務負担の軽減 
 ② 保護者の利便性の向上 
 ③ 徴収管理業務の効率化 
 ④ 安定した学校給食の提供 
 
３ 公会計化までのスケジュール 

令和２年度 学校給食費の管理に関する条例の制定（１２月議会） 
      学校給食費徴収システムの導入 
令和３年度 保護者への周知   
      振替口座等の申請書の提出（保護者→学校→学校給食課） 
      口座情報のシステム入力等、開始に向けた準備 
令和４年度 ４月 公会計制度開始 
       
４ 条例について 

（１）名称 

  宇部市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例 
（２）施行日 

  令和４年４月１日 
   ※制定から施行までは、公会計化のための準備期間 
（３）条例（案） 

  別紙のとおり 
（４）条例において定めるもの 

  学校給食費の額 
  学校給食費を徴収する相手 
  学校給食費の納付（納付月、納付金額、納付期限） 
  督促の実施 
  遅延損害金の徴収 
  学校給食費の減免  他 
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び
学
校
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食
費
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宇
部
市
学
校
給
食
の
実
施
及
び
学
校
給
食
費
の
管
理
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
十
二
月 
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 
 

   
 

 

宇
部
市
学
校
給
食
の
実
施
及
び
学
校
給
食
費
の
管
理
に
関
す
る
条
例 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
本
市
が
設
置
す
る
学
校
に
お
け
る
学
校
給
食
の
実
施
及
び
学
校
給
食
費

の
管
理
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

学
校
給
食 

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
学
校
給
食
を
い
う
。 

二 

学
校
給
食
費 

学
校
給
食
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経

費
そ
の
他
の
市
が
負
担
す
る
経
費
以
外
の
経
費
を
い
う
。 

三 

小
学
校 

宇
部
市
立
小
学
校
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
条
例
第
五
十
一
号
）
第
二
条
に

規
定
す
る
小
学
校
を
い
う
。 

四 

中
学
校 

宇
部
市
立
中
学
校
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
条
例
第
五
十
二
号
）
第
二
条
に

規
定
す
る
中
学
校
を
い
う
。 

五 

保
護
者 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保

護
者
を
い
う
。 

（
学
校
給
食
の
実
施
） 

第
三
条 

市
は
、
小
学
校
及
び
中
学
校
に
お
い
て
、
学
校
給
食
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
学
校
給
食
費
の
額
） 

第
四
条 

学
校
給
食
費
の
額
は
、
市
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。 

（
学
校
給
食
費
の
徴
収
） 

第
五
条 

市
長
は
、
学
校
給
食
を
受
け
る
児
童
又
は
生
徒
の
保
護
者
そ
の
他
学
校
給
食
を
受
け
る



者
（
以
下
「
学
校
給
食
費
負
担
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
、
学
校
給
食
費
を
徴
収
す
る
。 

（
学
校
給
食
費
の
納
付
） 

第
六
条 
学
校
給
食
費
負
担
者
は
、
市
規
則
で
定
め
る
日
（
以
下
「
納
付
期
限
」
と
い
う
。
）
ま

で
に
学
校
給
食
費
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
督
促
） 

第
七
条 

市
長
は
、
納
付
期
限
ま
で
に
学
校
給
食
費
を
納
付
し
な
い
学
校
給
食
費
負
担
者
が
あ
る

と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
、
こ
れ
を
督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
遅
延
損
害
金
） 

第
八
条 

市
長
は
、
学
校
給
食
費
負
担
者
が
納
付
期
限
ま
で
に
学
校
給
食
費
を
納
付
し
な
い
場
合

に
お
い
て
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
百
四
条
及
び
第
四
百
十
九
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
納
付
期
限
の
翌
日
か
ら
当
該
学
校
給
食
費
を
完
納
す
る
日
ま

で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
学
校
給
食
費
の
額
に
つ
い
て
法
定
利
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た

金
額
に
相
当
す
る
遅
延
損
害
金
の
額
を
当
該
学
校
給
食
費
の
額
に
加
算
し
て
徴
収
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
遅
延
損
害
金
の
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

２ 

市
長
は
、
前
項
の
学
校
給
食
費
負
担
者
が
納
付
期
限
ま
で
に
学
校
給
食
費
を
納
付
し
な
か
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
遅
延
損
害
金
を
減

免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
学
校
給
食
費
の
減
免
） 

第
九
条 

市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
学
校
給
食
費
を
減
免
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

一 

学
校
給
食
を
受
け
る
者
が
病
気
、
事
故
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
連
続
す
る
五
日
以
上
の

期
間
に
わ
た
り
学
校
を
欠
席
し
、
学
校
給
食
を
受
け
な
い
旨
を
当
該
期
間
の
初
日
の
二
日
前

ま
で
に
申
し
出
た
と
き
。 

二 

学
校
給
食
を
受
け
る
者
が
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
等
の
理
由
に
よ
り
飲
用
の
牛
乳
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
。 

三 

災
害
等
に
よ
り
学
校
給
食
費
負
担
者
が
学
校
給
食
費
を
納
付
す
る
資
力
を
失
っ
た
と
き
。 

四 

そ
の
他
市
長
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
学
校
給
食
費
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
校
給
食
費
負
担
者
は
、
市

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
可
否
を
決
定
し
、
市
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
委
任
） 

第
十
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
規



則
で
定
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
準
備
行
為
） 

２ 

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
学
校
給
食
の
実
施
及
び
学
校
給
食
費
の
管
理
に
関
し
必
要
な
手
続

そ
の
他
の
準
備
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
経
過
措
置
） 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
実
施
し
た
学
校
給
食
に
係
る
学
校
給
食
費
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

「
説
明
」 

 

学
校
給
食
費
の
公
会
計
化
に
伴
い
、
小
学
校
及
び
中
学
校
に
お
け
る
学
校
給
食
の
実
施
及
び
学

校
給
食
費
の
管
理
に
関
す
る
条
例
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 



議案第  号 

 

工 事 請 負 契 約 締 結 の 件 

 

下記のとおり工事の請負契約を締結することについて、宇部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条

の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和２年１２月  日提出 

 

                 宇部市長  久  保  田   后 子 

 

 

記  

１  工  事  名  神原中学校屋内運動場改築（建築主体）工事 

２ 工 事 場 所  宇部市東梶返四丁目８番１号 

３ 請 負 金 額  一金 ３６８,９４０,０００円也 

          （うち消費税額及び地方消費税額 ３３,５４０,０００円） 

４ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

５ 工 事 の 概 要  鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平屋建て 

延べ面積 １,１３７．９７㎡ 

６ 契 約 の 相 手 方  早川・今田共同企業体 

          代表者 宇部市北琴芝二丁目９番３号 

              株式会社早川組 

               代表取締役  伊  藤   富  士   樹  

              宇部市助田町１番３７号 

              株式会社今田工務店 

               代表取締役  今  田   忍  武  



Ｎ

議 案 第    号参 考 図

配　 置　 図

S=1: 1, 500

凡　 　 　 例

工事箇所

特別教室棟

管理特別教室棟

教室特別教室棟

屋
内
運
動
場

水
泳
プー

ル運　 動　 場



平面図

議案第   号参考図

1/300

Ｎ

控 室 ２

控 室 １

ス テ ー ジ
ア リ ー ナ

器 具 庫

４

器 具 庫

３

多 目 的
ト イ レ

倉

庫

器具庫

２

器 具 庫

１
ピ ロ テ ィ

男 子
更 衣 室

男 子
ト イ レ

玄 関
ホ ー ル

玄 関

ト イ レ
女 子

更 衣 室
女 子

ピ ロ テ ィ

花 壇

渡 り 廊 下



議案第  号 

 

物 品 購 入 の 件  

 

下記のとおり物品を購入することについて、宇部市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第３条の規定によ

り、市議会の議決を求める。 

  令和２年１２月 日提出 

 

                 宇部市長   

 

 

記  

１  購 入 の 目 的  国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、児童用パソコン端末を

整備し、ＩＣＴ教育の推進を図る。 

２ 購 入 物 品 名  ＧＩＧＡスクール用端末機器一式 

３ 購 入 金 額  一金 ３６，４８７，４４０ 円也 

          （うち消費税額及び地方消費税額 ３，３１７，０４０ 円） 

４ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

５ 購入物品の規格  ｉＰａｄ端末 （第８世代）  ８１３台 

６ 購入の相手方  宇部市鍋倉町６番２７号 

           富士ゼロックス山口株式会社宇部支店 

            支店長  兼  益  壮 太 郎  

 



寄　　　　　附 （１０月分）

令和2年11月18日 報告

金　額　等

小・中学校教育資金
令和2年10月6日 匿　　　名 3,000 円 として

(平成２４年度から通算１０２回目)

宇部商工会議所女性会 小・中学校教育資金
令和2年10月7日 会長　河野　幸恵 30,000 円 として

炉ばた炎月
代表　品川　雅幸
肉酒場　肉僧 布マスク 小中学校の新型コロナウイルス

令和2年10月1日 代表　中村　勇士 300枚 感染症対策として
山口の肴　中村屋
代表　中村　信治

レノファ山口
村田和哉・ 消毒液432L 小学校の新型コロナウイルス

令和2年10月15日 村田和哉選手後援会 スプレーボトル 感染症対策として
人生最幸 120個

株式会社山口銀行
東新川支店 小学校図書購入資金として

令和2年10月15日 支店長　井上　利治 200,000 円
寄附型私募債発行企業
中国産建株式会社

寄附年月日 寄　　附　　者 趣　　旨　　等


